
様式１

Ⅰ　団体の概要

（令和6年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 公益財団法人しずおか健康長寿財団

所　　在　　地 静岡市葵区駿府町1-70 設立年月日 平成3年10月1日

代　　表　　者 理事長　　佐古　伊康 県 所 管 課 健康福祉部福祉長寿政策課

運営する施設 -

団体ホームページ http://www.sukoyaka.or.jp/

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）

静岡県   245,000 77.0  常勤役員    1  常勤職員 11 
県内35市町   70,000 22.0  うち県OB 1  うち県OB 2 
財団法人静岡年金福祉協会      3,000 1.0  うち県派遣  うち県派遣 1 

 非常勤役員 18  非常勤職員 0 
役員 計  19 職員 計  11 

基本財産（資本金） 計   318,000 100.0 

設立に係る根拠法令等

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
高齢者の生きがいと健康づくり指針事業について
（平成元年10月1日付け厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知）

団体の沿革

H3年10月     しずおか健康長寿財団設立
H8年度 　    県高齢者総合相談センター運営受託
H9年度   　  県総合健康センター管理運営受託
H14年度     県介護実習・普及センター運営受託
H17年度      しずおか健康いきいきﾌｫｰﾗﾑ21事務局
  　　　　　　   県高齢者総合相談センター運営受託終了
H18年度     中部高齢者介護機器展示ｺｰﾅｰ受託終了
H19年度     県総合健康センター指定管理開始
H21年度     西部高齢者介護機器展示ｺｰﾅｰ受託終了
H23年度     東部高齢者介護機器展示ｺｰﾅｰ受託終了
H24年4月    県総合健康センター第二期指定管理開始
H24年度     県総合健康センター第二期指定管理終了
                公益財団法人に移行
                介護実習・普及事業受託終了

あらゆる世代の県民の参加を得て、高齢者をはじめとする県民の生きがいづくりと健康づくりを
推進することにより、県民の社会活動の促進を図り、もって明るく活力ある長寿社会の実現に寄与
する。

明るい活力ある長寿社会の実現に向けて、高齢者がこれまで培った豊かな経験と知識・技能を活
かし、生涯健康で、かつ生きがいを持って社会活動ができるよう高齢者の生きがいと健康づくり
の推進に資する具体的な実践活動を展開する。
また、県の外郭団体として、県の事業実施の一翼を担い、市町が主体となって実施する介護予防、
自立支援・重度化防止の取組を全県的に推進するほか、県と連携し、あらゆる世代を対象に、県民
の健康寿命の延伸のため、“生きがいづくり”と“健康づくり”を一体的に行う。

http://www.sukoyaka.or.jp/


３ 団体を取り巻く環境

区　分 内　　　　容

団体を取り巻く社会
経済環境の変化や新
たな県民ニーズ

2024年4月現在の本県の高齢者人口は約1,104千人、高齢化率は
30.7％となっており、そのうち、75歳以上の人口は約620千人と総人口
に占める割合は17.3％となっている。
高齢化率及び75歳以上人口の総人口に占める割合とも過去最高を更新し
続け、今後、高齢者人口は2040年まで増加が見込まれるため、医療受療
率や要介護認定率の高まる75歳以上人口は増加の一途をたどる見込みで
ある。
このことから、2040年度の社会保障費は190兆円まで増加する見込みで
あり、社会保障制度の持続可能性の確保のために、健康寿命の延伸、介護
予防・重度化防止の取組の重要性が増している状況である。

行政施策と団体活動
との関係（役割分担）

県では、2024年度からの3年間において重点的に取り組む施策の方向性
と目標を示す「第10次静岡県長寿社会保健福祉計画」を策定しており、「地
域で支えあい、健やかに安心して最期まで暮らせる長寿社会の実現」を基
本理念として施策を推進している。
当該計画において、財団は、県と一体となって、スポーツ・文化活動の推進
を通じた健康づくり、生きがいづくり、仲間づくりを推進していくことと
なっており、推進に当たっては、公的な団体としての中立性・信頼性を活か
しながら、県では困難な民間企業との連携・協働の部分を補完する。
併せて、計画の着実な進捗のため、財団がこれまで培ったノウハウやネット
ワークを活用し、県との連携により、市町における事業実施の支援を行うな
ど、健康づくり、社会参加の促進に取り組む。

民間企業や他の団体
との関係（役割分担）

財団は公益財団法人として、県の事業を補完する全県的な公益性の高い事
業の実施を行うほか、民間企業と行政・教育機関等のコーディネートによ
り、より実効性の高い事業の実施を支援する役割を担う。



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R5 決算 R6 予算

合　　　計   127,241   124,631 

目標（上段）及び実績（下段）

評価

－ － 4,100 4,100

3,315 4,832 4,774 （R5）

750 750 750 750

846 589 649 （R5）

（　　　　）

（　　　　）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

令和５年度はねんりんピックが通常開催さ
れ、コロナ禍で落ち込んだすこやか長寿祭
の参加者数は回復傾向にある。令和６年度
も引き続き事業の効果的な実施を念頭に
置き、各目標値の達成に努めていく。

○

令和５年度はねんりんピックが予定通り実
施された。また、すこやか長寿祭の参加者
数は目標値を上回った。
健康運動指導士等による研修参加者は目
標数には達しなかったが、延べ15市町で
講座を開催し、広く地域の介護予防リー
ダーの育成に努めた。

県補助
健康長寿連携・協働事
業（健康長寿力向上事
業）

・すこやか長寿祭（スポーツ大会・美術展）、全国健康福祉祭
（ねんりんピック）への県選手団派遣事業 57,857 58,625

県補助
県委託

健康長寿連携・協働事
業（健康長寿力向上事
業、企業等連携事業
を除く）

・地域における長寿力向上教室の開催等による健康長寿の
３要素（運動、食生活、社会参加）の普及、実践促進
・健康寿命の延伸に関する情報収集・発信事業

55,044 47,729

その他
健康長寿連携・協働事
業（企業等連携事業）

・しずおか健康いきいきフォーラム21構成組織、しずおか
健康づくりサポーター企業等と連携した全世代を対象とす
る健康づくり事業の実施

11,129 18,277

自主事
業

・はつらつ健康教室、
「はつらつネットふじ
のくに」会員事業
・全国健康福祉祭（ね
んりんピック）への静
岡市選手団派遣事業

・中高齢者を中心とする県民の健康づくり・生きがいづくり
講座の開催や会員を対象とした健康増進、生きがい・仲間
づくりのきっかけとなる企画事業の実施（コロナにより休
止中）
・全国健康福祉祭（ねんりんピック）への静岡市選手団派遣
事業

3,211 －

指標の名称（単位）
目標値
（年度）R3 R4 R5

・すこやか長寿祭の参加者数(中
間アウトカム）(人)

A

・健康運動指導士等による研修
への参加者数(人)

B

　　　　　　　　　　　　（　　）

　　　　　　　　　　　　（　　）



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

〇

全国的に高齢化が急速に進行する中、本
県においても、健康寿命の更なる延伸に向
け、県民の健康づくり・生きがいづくりは
喫緊の課題である。
・県の外郭団体として、市町や民間団体と
の連携を図りつつ、県の「長寿社会保健福
祉計画」及び「ふじのくに健康増進計画」に
おいて位置付けられた健康長寿に関する
啓発・実践を行う当財団の必要性は、ます
ます重要となっている。

○

団体を取り巻く環境で記載のとおり、健康
寿命の延伸や介護予防、重度化防止等の
取組の重要性は増している。
介護保険制度の中でも、近年、社会参加に
よる介護予防が重視されており、「健康づ
くり」「生きがいづくり」「仲間づくり」活動
を30年にわたり推進してきたノウハウと
ネットワークを持つ財団の必要性は年々増
している。

対応状況

団体記載 県所管課記載

静岡県の健康長寿にかかる施策
との連携を図りながら、財団の
果たすべき役割を明確化し、目
的を達成するために最も効果の
ある取組に重点化する。

〇

・事業全体の見直しや廃止を
図った上で、令和５年度は県、市
町、サポーター企業等と連携し
た健康長寿のリーダー養成事業
や民間活力による通いの場支援
事業を展開するなど、県が目指
す明るく活力ある長寿社会の実
現に寄与している。

○

健康長寿のリーダー養成事
業や民間活力による通いの
場支援事業など、財団のノウ
ハウとネットワークを活用し
て、県と一体的に市町を支援
する事業を展開している。

特に、健康づくり関連イベント
は、市町や民間を「実施主体」と
して、「しずおか健康いきいき
フォーラム21」は「仲介役」に徹
し、活動内容や組織体制につい
て見直しを行う。

〇

・一部事業を廃止した上で、構成
組織、行政機関、サポーター企
業等との連携協働に力を入れて
取り組んでいる。令和４年度か
ら財団のホームページを活用し
たマッチングサイトを新たに開
設し、サポーター企業等と市町、
学校とのコーディネートを行っ
た。令和５年度の実績は54件で
あった。今後も利用者の拡大に
向けた取組を行っていく。

○

健康づくりサポーター企業間
や、企業と行政・教育機関を
つなぐコーディネーター機能
の強化に取り組んでおり、新
たにマッチングサイトを開設
する等、利便性の向上にも努
めている。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係る意見を除く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）

１ 財務状況

 単年度収支　　　

 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計

 事業費用

 事業外費用

 特別損失

 支出計

（ 単位：千円 ）

評価

(d-h)    -1,691       -275           -41  B  減価償却費 

(a+b-e-f)    -1,691       -275           -41  B  減価償却費 

公益目的事業会計    -1,505    -1,593       -159 

収益事業等会計  -  -  - 

法人会計       -186     1,318         118 

 剰余金   38,160  37,885  37,844  A 

※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等

 資産   415,511  400,985   401,819  403,257 

 流動資産 61,826 53,088  54,956  56,569 

 固定資産 353,685 347,897  346,863  346,688 

 負債   59,351   45,100  45,975   52,391 

 流動負債   18,347     9,148    11,211   17,217 

 固定負債   41,004  35,952  34,764   35,174 

 正味財産/純資産  356,160  355,885  355,844  350,866 

 基本財産/資本金  318,000  318,000  318,000  318,000 

 剰余金等   38,160  37,885  37,844  32,866 

 運用財産             -             -             -             - 

(a)  129,079  123,309  122,446  121,512 

うち県支出額  123,390   117,771   115,753   117,770 

(県支出額/事業収益) (95.6%) (95.5%) (94.5%) (96.9%)

(b)     3,086     7,360     4,754     2,189 

うち基本財産運用益     1,598     1,454     1,687     2,189 

(c) 0 0             -             - 

うち基本金取崩額 0 0             -             - 

(d=a+b+c)   132,165  130,669  127,200   123,701 

(e)  128,344   126,150   121,700   119,271 

うち人件費  77,803   71,883  66,539  66,354 

(人件費/事業費用) (60.6%) (57.%) (54.7%) (55.6%)

(f)     5,512     4,794     5,541     5,360 

(g)             -             -             - 

(h=e+f+g)  133,856  130,944   127,241   124,631 

収支差 (d-h)    -1,691       -275         -41        -930 

区　　　　分 R3 決算 R4 決算 R5 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 R3 決算 R4 決算 R5 決算 R6 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

令和４年度に事業の見直しにより印刷費や消耗品費の削減を行い、効率的かつ計画的な事業執行
に努めており、令和５年度は引き続き軽微な赤字となった。経営状況に特段問題はない。

減価償却費の計上が赤字の主な要因である。

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

令和５年度は計画的な執行に努めた結果、
-41千円と軽微な支出超過にとどまった。
自主財源確保のための継続的な取組と併
せ、効率的かつ無駄のない事業執行に努め
ている。

△

令和３年度以降は軽微な赤字が続いてい
るが、減価償却費を除くキャッシュフロー
ベースでは黒字を確保しており、収入に見
合う事業を計画的に実施している。
県支出額が収入の大半を占めているため、
引き続き自主財源の確保を促すなど、今後
も長期的な視点で経営状況をモニタリング
していく必要がある。

対応状況

団体記載 県所管課記載

寄付金収入等、自主財源の確保
を図る。

△

令和２年度から全国健康福祉
祭静岡市実行委員会の事務
局を請け負うなど、財源の確
保に努めた。（令和５年度終
了）
コロナウイルス感染症によ
り、令和３年度から会員事業
が休止中である。

△

広告収入や事業協賛金は、景
気の影響を受けるため、安定
的な財源の確保として、静岡
県後期高齢者医療広域連合
が実施する保険事業や、市町
が実施する介護予防事業の
受託による財源確保につい
ても取組を進めている。

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）

・一層の健康寿命の延伸のため、啓発や実践活
動を行う県所管の公益法人として、県の施策を
踏まえ、個々に異なる市町の状況に応じた多様
な企画や民間企業の取組と連携した事業実施等
を通じて、より効果的な事業展開を図る。
・マッチングサイトの活用により市町・学校とサ
ポーター企業・団体との連携・協働を進めるほ
か、適正な人員の配置や自主財源の確保に努
め、一層の経営の安定化を目指す。

長期的な視点で経営状況をモニタリングしつつ、
引き続き、県と連携し、全県的な健康づくり、生
きがいづくり、仲間づくりを展開していく。
県との連携については、引き続き、市町における
健康づくり、介護予防の取組支援や住民主体の
取組の推進に更に力を入れていく必要があるこ
とから、財団には、市町支援や住民主体の取組
の強化について、更に協力を求めていく。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）

・一層の健康寿命の延伸のため、啓発や実践活
動を行う県所管の公益法人として、県の施策を
踏まえ、個々に異なる市町の状況に応じた多様
な企画や民間企業の取組と連携した事業実施等
を通じて、より効果的な事業展開を図る。
・マッチングサイトの活用により市町・学校とサ
ポーター企業・団体との連携・協働を進めるほ
か、適正な人員の配置や自主財源の確保に努
め、一層の経営の安定化を目指す。

市町や住民主体の健康づくり、介護予防の取組
を推進するためには、地域の実情に応じた支援
が必要であることから、事業の実施に当たって
は、地域のニーズに応じた柔軟な対応を求める。
更に、将来的には、市町の委託事業の受託など、
直接的な市町支援の取組を展開できるよう、市
町が抱えている課題等を把握し、連携の強化を
図る必要がある。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 R3 R4 R5 R6 備考（増減理由等）

常勤役員数           1           1           1           1 

うち県ＯＢ           1           1           1           1 

うち県派遣            -            -            -            - 

常勤職員数         12         12          11          11 

うち県ＯＢ           2           2           2           2 

うち県派遣           1           1           1           1 

県支出額  123,390   117,771   115,753   117,770 

補助金   82,510  85,425  84,550  93,548 全国健康福祉祭選手団派遣事業

委託金  20,800  25,446  25,503   15,722 委託事業２本の見直しによる減

その他  20,080   6,900   5,700   8,500 静岡健康いきいきフォーラム21負担金の増

県からの借入金            -            -            -            - 

県が債務保証等を
付した債務残高            -            -            -            - 

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

定員管理の方針等を
策定し、組織体制の
効率化に計画的に取
組んでいるか

○
雇用形態の見直しや専門職員の採用等により、事業の充実強化、効率
的な人員配置に努めている。

常勤の役員に占める
県職員を必要最小限
にとどめているか

○
常務理事兼事務局長として、行政や議会等との調整を行う県OBを1
名配置するに留めている。

常勤の職員に占める
県からの派遣職員を
必要最小限にとどめ
 ているか

○
派遣職員人件費の一部を自主財源で負担する必要があり、受入は最
小限に留めている。

県からの派遣職員に
ついて、必要性、有効
性が認められるか

○

・県派遣職員は県の施策方針と現場の事業実施を結びつける役割を
果たしており、効果的・効率的な事業実施に寄与している。
・団体に在籍することで団体職員としての視点をもち、県に対して提
言等が可能となることからも職員の派遣は有効である。

県からの補助金等の
支出や借入金等につ
いて、必要性、有効性
が認められるか

○

・県補助事業は県の施策や役割を補完、補強する性格のものであり必
要な支出であると考えている。
・県委託・負担金事業については、市町における健康づくり、介護予
防・重度化防止の取組を県が支援していく上で、欠かせない支出であ
り、財団のノウハウやネットワークを活用することについて、県直営で
の事業実施に比較し、効率的な支出になっている。



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

・健康づくりサポーター企業が参加する連携･協働のつどいは、新型コロナ感染対策を行い実施し
た。
・健康長寿のリーダー養成講座では、リーダーとして各市町で活躍できるよう開催市町と連携して
講座を実施していく。
・民間活力による通いの場支援事業では、民間企業との連携や専門職の活用により、通いの場にお
ける介護予防の活性化を支援している。
・会員事業については、新型コロナ感染拡大防止のため令和３年度から休止しているが、生きがい
サポート事業として、企業や団体と協働したはつらつ生きがい講座を開催し、近距離ウォーキング
の企画も行っている。
・令和４年度から健康づくりサポーター企業と市町・学校等を迅速・簡便に繋ぐマッチングサイトを
ホームページ上に開設し、サポーターと市町・学校等の連携・協働を推進しており、サポーターの登
録増を目指していく。

外部評価委員
会

- -

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ -

（1）実施時期：令和5年6月から6
年2月までの事業実施の都度
（2）回答者数：1,274人、125企
業・団体
（3）結果の公表：施設内備え付け

・リーダー養成事業では、回答団体
のすべてが研修内容についてよ
かったとしており、７割以上の参加
者は健康長寿を促進する活動をし
たと回答している。
・民間活力による通いの場支援事
業では、実施団体のほとんどが通
いの場の活動支援に役に立った、
参加者のほとんどが体力測定・日
常生活チェック及び企業・団体によ
る講座は役に立った、協力企業・団
体のすべてが健康づくり・介護予防
活動推進の役に立ったとしている。

利用者等
意見交換会

○ -
「健康・生きがいづくり推進員会
議」、議事録を施設内備え付け

・会議では、はつらつ生きがい講座
について、女性の参加が多く男性
の参加が少ないため、男性が参加
を増やすしかけが必要であるとの
意見があった。

その他
(　　　　　　　)


